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はじめに 

 

国分寺市では，平成 19 年３月に「国分寺市男女平等推進条例」を制定

し，すべての人が性別にかかわりなく個人として尊重され，認め合い，支

え合いながら，ともに生きることのできる男女平等社会の実現を目指して

施策・事業を進めてまいりました。 

この条例に基づき策定した「男女平等推進行動計画」の計画期間が平成

28 年度で終了することから，新たな社会的問題や市の現状，これまでの

取組における課題等を踏まえ，「第２次男女平等推進行動計画」を策定い

たしました。 

この計画では，平成 27 年９月に制定された「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」を受け，市における女性の

就業支援や政策・意思決定過程への参画を促進する取組を「女性活躍推進

計画」として盛り込んでいます。また，国の「第４次男女共同参画基本計

画」で強調された「男性中心型労働慣行の見直し」や「防災・復興」など

の分野についても施策・事業を推進してまいります。さらに，性別に起因

する暴力や人権侵害の根絶に向けた様々な取組をまとめた「第２次ＤＶ防

止基本計画」を含んでいます。 

この計画を着実に推進していくためには，市と市民，事業者等が協力し

て取り組むことが重要です。男女平等社会の実現に向け，より一層のご理

解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

結びに，計画の策定にあたり，熱心な議論を経て答申をまとめてくださ

いました国分寺市男女平等推進委員会の委員の方々，「男女平等に関する

市民意識・実態調査」にご協力いただきました市民の皆様をはじめ，貴重

なご意見やご協力を賜りました多くの皆様に心から感謝いたします。 

 

平成 29 年 ３ 月 

 

国分寺市長 
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Ⅰ 計画の策定にあたって 
 

１ 計画策定の趣旨 

国分寺市では平成 19 年に，性別に関わらずだれもが，その人の個性や力を

発揮して自分の人生の主人公として生きることのできる男女平等社会を目指

して，「国分寺市男女平等推進条例」を施行し，市と市民，事業者やその他の

機関の責務を明記するとともに計画の実施状況について公表すること等を定

めました。その後，平成 20 年に策定した「国分寺市男女平等推進行動計画」

について，平成 24 年度に中間見直しを行い，男女平等推進に関する施策を総

合的に推進してきました。 
しかしながら，性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣習や

社会制度は依然として根強く残っています。また，男女が共に家庭生活と仕事，

地域・社会活動を両立しやすい環境の整備等や性別に起因する暴力や人権侵害

など，多くの課題が残っています。 
国では，平成 27 年８月に女性が職業生活において，その希望に応じて十分

に能力を発揮し，活躍できる環境を整備することを目的として「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が制定されました。

また，平成 27 年 12 月には「男性中心型労働慣行の見直し」や「防災・復興」

などを強調した「第４次男女共同参画基本計画」が策定されました。 

市では，これまでも「就労における男女平等の推進」や「ワーク・ライフ・

バランスの推進」など女性の就労に関する支援施策や子育てや介護を男女が共

にするための意識づくりなどの施策を講じてきましたが，これまでの施策の方

向性を再度確認し，支援の対象を再確認するとともに取組の強化を行うことと

しました。 

このような状況を踏まえ，これまでの計画の実施状況を精査し，男女平等社

会の実現に向けて，「男女共同参画社会基本法」及び「国分寺市男女平等推進

条例」に基づき，施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画として，

「第２次国分寺市男女平等推進行動計画」を策定するものです。 
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２ 計画策定の背景 

（１）社会の変化 

少子高齢化が進む中で，家族のあり方に対する考え方の変化や，未婚化，晩

婚化，高齢者人口の増加などにより単身世帯が増加しています。また，出産・

子育て等による離職や非正規雇用での就業を選択する女性が依然として多い

ほか，ひとり親家庭の増加により，貧困等生活上の困難に苦しむ家庭が増えて

いることが問題となっています。 

その中で政府は平成27年に「一億総活躍社会」の実現をスローガンに掲げ，

経済対策，子育て支援，社会保障の充実に向けた取組を打ち出しました。具体

的な取組として，非正規雇用の待遇改善や長時間労働の是正などの働き方改革，

女性の活躍促進などがうたわれています。 

女性に対する暴力や人権侵害の問題については，多くの取組がなされて来ま

したが，被害は減少せず，凶悪な事件も起きています。平成25年に「配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が一部改正され，配偶者間の

暴力に限らず，同居する交際相手からの暴力についても法の適用対象とされる

こととなり，平成28年の「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の一部改

正により，新たにＳＮＳを用いたメッセージ送信等の行為が規制対象となるな

ど，取組の強化が進んでいます。 

 

（２）国の動き 

平成22年12月に策定された第３次男女共同参画基本計画では，「女性の活躍

による経済社会の活性化」「様々な困難な状況に置かれている人々への対応」

「女性に対するあらゆる暴力の根絶」等の視点が強調され，ポジティブ・アク

ション（積極的改善措置）を始めとする様々な取組が進められました。 

平成27年８月には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性

活躍推進法）」が制定され，国・地方公共団体，従業員301人以上の企業の事業

主に女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計画の策定が義務付け

られました。 

そして，平成27年12月に「第４次男女共同参画基本計画」が策定され，「あ

らゆる分野における女性の活躍」「安全・安心な暮らしの実現」「男女共同参画

社会の実現に向けた基盤の整備」「推進体制の整備・強化」の４つの視点が強

調されています。 
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（３）都の動き 

東京都では，平成24年度に「男女平等参画のための東京都行動計画『チャン

ス＆サポート東京プラン2012』」を策定し，「働く場における男女平等参画の促

進」「仕事と家庭・地域生活の調和がとれた生活の実現」「特別な配慮を必要と

する男女への支援」「配偶者からの暴力の防止」の４項目を重点課題として掲

げ，取組を進めてきました。平成28年度には，この計画が終了することから，

新たな計画の策定が予定されています。 

配偶者からの暴力に関しては，「東京都配偶者暴力対策基本計画」に基づき，

具体的な被害者支援施策が進められており，平成 24 年に３期目の改定がなさ

れました。 

 

（４）国際社会の動き 

国際社会においては，昭和 50 年（1975 年）の「国際婦人年」，昭和 51 年（1976

年）～昭和 60 年（1985 年）の「国連婦人の 10 年」以降，男女差別の解消に向

けた取組が継続的に展開されています。 

昭和 54 年（1979 年）には，国連総会で「女子に対するあらゆる形態の差別

の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）」が採択されました。女子差別撤廃

条約では，「女子に対する差別」を定義し，締約国に対して政治的及び公的活

動，並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃のために適当な措置をと

ることを求めています。日本は昭和 60 年（1985 年）に批准しました。 

平成７年（1995 年）の「第４回世界女性会議」では，女性のエンパワーメン

トをうたった「北京宣言」と男女差別の解消に向けた「行動綱領」が採択され

たのに続き，平成 17 年（2005 年）には，「第 49 回国連婦人の地位委員会（北

京＋10）」が開催され，先の「北京宣言及び行動綱領」などの実施状況の評価・

見直しを行うとともに，女性の地位に関する10項目の決議が採択されました。 

平成 22 年（2010 年）に開催された「第 54 回国連婦人の地位委員会（北京＋

15）」においては，「北京宣言及び行動綱領」などの実施に対する貢献を強化す

る宣言と，７項目の決議が採択され，平成 27 年（2015 年）３月に開催された

「第 59 回国連婦人の地位委員会（北京＋20）」においては，「第４回世界女性

会議 20 周年における政治宣言」が採択されました。 

また，国連では，平成 23 年（2011 年）に，これまで女性の地位向上を進め

てきた４つの機関を統合，強化した「ジェンダー平等と女性のエンパワーメン

トのための国連機関（UN Women）」が発足し，女性のリーダーシップと参画拡

大，女性の経済的エンパワーメント，女性・女児に対する暴力の撤廃などを重

点分野として取り組んでいます。  
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３ 国分寺市のこれまでの取組 

（１）国分寺市の取組 

国分寺市では，平成19年に施行された「国分寺市男女平等推進条例」に基づ

き男女平等推進に関する施策を推進してきました。平成24年度に「国分寺市男

女平等推進行動計画」の中間見直しを行い，「子どもにとっての男女平等」「性

犯罪被害者の支援」「高齢者の虐待防止」「男女平等の視点を取り入れた都市計

画・防災対策の推進」の４施策を追加しました。また，数値目標を設定した「男

性の育児休業取得率」「審議会等の委員における性による偏りの解消」「女性管

理職の登用促進」の３項目について，目標達成に向けたポジティブ・アクショ

ンに取り組んできました。また，意識啓発のほか，ワーク・ライフ・バランス

の推進，子育て・介護に対する啓発・男性の参加促進，ＤＶ被害の相談先の周

知，男女平等施策・男女平等推進センターの周知などに積極的に取り組んでき

ました。 

 

（２）行動計画進捗状況評価 

 国分寺市では，第１次計画の初年度に当たる平成 20 年度から毎年，行動計

画の推進状況評価報告書を作成し，計画の進捗状況を評価してきました。第２

次計画の策定にあたり，第１次計画中間見直し後の平成 24 年度から平成 28 年

度までの総括評価を行い，計画の評価と今後の課題の洗い出しを行いました。 
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４ 国分寺市の現状 

（１）人口等の推移 

①人口の推移 

市の人口は微増傾向にあり，平成 28 年１月１日現在，119,940 人となって

います。 

 

＜男女別人口の推移＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：東京都の統計「東京都住民基本台帳人口移動報告」（各年１月１日） 
※平成 24 年は外国人を含まない。 
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②年齢３区分別人口の推移 

年齢３区分別人口の推移を見ると，平成 26 年以降，いずれの区分もおおむ

ね横ばいで推移しています。高齢化率は平成 28 年現在 21.6％となっていま

す。また，これを男女別に見ると女性の高齢化率は 24.5％と男性より多くな

っています。 

＜年齢３区分別の人口の推移＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：東京都の統計「東京都住民基本台帳人口移動報告」（各年１月１日） 

※年齢不詳を除く／平成 24 年は外国人を含まない。 

 
＜年齢３区分別の人口構成割合の推移＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：東京都の統計「東京都住民基本台帳人口移動報告」（各年１月１日） 

※年齢不詳を除く／※平成 24 年は外国人を含まない。 
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③世帯の推移（住民基本台帳） 

世帯数は増加傾向にあり，平成 28 年時点で 57,511 世帯となっています。

一方，1 世帯当たりの世帯人員は減少傾向にあり，平成 28 年では 2.09 人と

なっています。 

＜世帯数，１世帯あたりの世帯人員の推移＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：東京都の統計「東京都住民基本台帳人口移動報告」（各年１月１日） 
※平成 24 年は外国人を含まない。 

④家族類型 

家族類型を見ると，核家族が約５割，単独世帯も４割半ばを占めています。

単独世帯の割合は都と近く，国と比較すると 12 ポイント高くなっています。 

＜世帯の家族類型別割合＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平成 22 年国勢調査 
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⑤転入・転出数 

平成 27 年の転入・転出状況を見ると，男女とも特に 25～29 歳で転入及び

転出が多くなっています。またそのすぐ下の世代でも転入が多くなっていま

す。 

 
＜男女別・５歳階級別の転出者・転入者数：平成 27 年＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：総務省 住民基本台帳移動報告 
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⑥未婚率の推移 

５歳階級別の未婚率を見ると，平成 17 年から平成 22 年にかけて，女性で

は特に 35 歳以上の層において未婚率が上昇しています。なお，未婚率を東京

都の平均と比較すると，男性は 35 歳未満，女性は 30 歳未満において東京都

よりもやや高い値となっています。 

＜男女別 未婚率の推移＞ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平成 22 年国勢調査 

⑦合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率は，平成21年以降上昇傾向にあり，平成26年時点では1.17

と東京都の値をやや上回っています。 

＜合計特殊出生率の推移＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：東京都福祉保健局「東京都人口動態統計」 

 

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

平成６年 平成11年 平成16年 平成21年 平成26年

国分寺市 東京都 全国

1.42

1.17
1.15

0

20

40

60

80

100

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

平成12年

平成17年

平成22年

0

20

40

60

80

100

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

平成12年

平成17年

平成22年

【女性】 【男性】



Ⅰ 計画の策定にあたって 

- 12 - 
 

（２）就業に関する現状 

①就業の状況 

市民の就業の状況を見ると，不詳者を除く女性就業者は 20,997 人，男性就

業者は 29,693 人となっています。どちらも市外で就業している人が多く，女

性では約７割，男性では約８割と大半を占めています。なお，市内で就業し

ている市民は女性の方がより多くなっています。 

雇用形態をみると，女性では正規雇用が 47.5％，非正規雇用が 52.5％，男

性では正規雇用が 81.9％を占めています。 

＜男女別・就業地（市内・市外）による 15 歳以上の就業者数＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※不詳者（就業場所不明）を除く 出典：平成 22 年国勢調査 

＜男女別・雇用形態＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平成 22 年国勢調査 
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②女性の年齢５歳階級別労働力率 

女性の５歳階級別の労働力率を見ると，35 歳～44 歳にかけて減少するいわ

ゆるＭ字型となっています。市の女性の労働力率は東京都（女性）と類似し

ていますが，国（女性）と比べると，Ｍ字の谷が深く 40 代以降の上昇が少な

いという特徴が見られます。 

 
＜女性５歳階級別の労働力率＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平成 22 年国勢調査 

※表示している数値は国分寺市（女性） 
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（３）その他 

①審議会等の委員における女性の割合の動向 

審議会等の女性委員の割合は，国分寺市では平成19年に30％となった後，

低下していましたが，平成 25 年に 32.5％，26 年に 31.2％となっています。 

 

＜審議会等の委員における女性の割合の動向＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：東京都生活文化局「区市町村の男女平等参画推進状況」 
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（４）男女共同参画に関する市民の意識 

①「仕事」「家庭生活」「個人の生活」の優先度の希望と現実 

希望では「すべてのバランスをとりたい」が最も多く，男女ともに３割を

超えています。男性では，「『仕事』と『家庭生活』をともに優先したい」が

32.6％と多くなっています。一方，現実では，男性では「『仕事』を優先して

いる」，女性では「『家庭生活』を優先している」が３割を超え，性別による

違いが見られます。 

 

＜「仕事」「家庭生活」「個人の生活」の優先度の希望・現実＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国分寺市男女平等に関する市民意識・実態調査（平成 27 年度） 
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②ワーク・ライフ・バランスを図る上で重要なこと 

「職場の理解やトップの意識改革」「保育サービスや介護サービスなどの育

児・介護に関する社会的サポートの充実」「男女とも長時間労働を見直すこと」

「職場の両立支援制度の充実」などが特に多くなっています。 

男女別に見ると，「家族や地域の人の理解」「保育サービスや介護サービス

などの育児・介護に関する社会的サポートの充実」「男性の家事・育児・介護

への参加を進めること」「男女の昇進，待遇の格差をなくすこと」「男女とも

長時間労働を見直すこと」はそれぞれ女性の割合が男性の割合を 10 ポイント

以上上回っています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国分寺市男女平等に関する市民意識・実態調査（平成 27 年度） 
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③育児・介護休業（休暇）の取得状況・取得促進に必要なこと 

育児・介護休業（休暇）の取得状況は，育児休業が女性の 11.1％，子の看

護休暇が男女とも５％程度となっています。 

取得促進に必要なことは，「職場に利用しやすい雰囲気があること」「上司

や同僚などの理解・協力があること」のほか，「復帰後の仕事が保障されるこ

と」「休業中の賃金や手当などの経済的支援があること」など多様な課題が挙

げられています。 

 

＜育児・介護休業（休暇）の取得状況＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜育児・介護休業（休暇）取得促進に必要なこと＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国分寺市男女平等に関する市民意識・実態調査（平成 27 年度） 
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④女性の就業についての考え方 

「職業はずっと持つが，子育ての時期は一時やめる」＜一時中断･再就職＞

が男女ともに４割台半ばと最も多くなっています。「結婚や出産に関わらず職

業を持ち続ける」＜就業継続＞は女性で３割台半ば，男性では３割弱ですが，

男女ともに増加傾向にあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国分寺市男女平等に関する市民意識・実態調査（平成 27 年度） 

⑤女性が再就職するために必要なこと 

女性が結婚・出産後，再就職するために必要なことは，「フレックスタイム

制の導入や労働時間の短縮，育児休業などの制度の充実」や「保育施設や児

童クラブ（学童保育）の充実」に続いて，「家族の理解や家事・育児などへの

参加」が多くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国分寺市男女平等に関する市民意識・実態調査（平成 27 年度） 
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0 20 40 60 80 100(%)



Ⅰ 計画の策定にあたって 

- 19 - 
 

⑥夫婦の役割分担の希望と現状 

希望では，男女ともに家事・育児は「妻が主で夫が協力」，介護・地域活動

は「妻と夫と同じ程度」が多くなっています。現実には「ほとんど妻がする」

が多く，特に女性の負担感があらわれています。 

 

＜希望＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜現実＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国分寺市男女平等に関する市民意識・実態調査（平成 27 年度） 
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3.0

12.4

9.4

16.6

2.1

0.3

0.4

2.0

0.8

9.0

12.4

1.7

0.4

1.3

2.5

3.7

6.6

0.8

1.0

2.7

1.2

1.0

0.8

27.8

29.5

54.5

53.9

25.1

19.9

2.1

6.4

6.6

7.0
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無
回
答

（ア）家事  

（イ）育児  

（ウ）介護  

（エ）地域活動  

 

（ア）家事  

（イ）育児  

（ウ）介護  

（エ）地域活動  
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⑦男女の地位の平等感 

＜男性が優遇されている＞（「男性の方が優遇されている」「どちらかとい

えば男性の方が優遇されている」の合計）が多い項目は，「政治の場で」「社

会通念・慣習・しきたりなどで」「全体として」「職場で」などで，いずれも

女性の方がその割合が高くなっています。 

「平等になっている」が男女ともに過半数となっている項目は，「学校教育

の場で」のみです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国分寺市男女平等に関する市民意識・実態調査（平成 27 年度） 
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回
答

（ア）家庭生活で
 

（イ）職場で  

（ウ）学校教育の場で  

（エ）地域社会で  

（オ）政治の場で  

（カ）法律や制度の

上で

 

（キ）社会通念･慣習･

しきたりなどで

 

（ク）全体として  
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⑧義務教育での男女平等教育について 

「性教育で避妊や性感染症などを教える必要がある」「男女に関して不必要

な区別はなくした方がよい」「ＤＶ・デートＤＶについて教える必要がある」

などへの要望が高くなっています。いずれの内容も女性の方が割合が高く，

「ＤＶ・デートＤＶについて教える必要がある」「セクシュアルマイノリティ

（ＬＧＢＴ）の子どもに配慮する必要がある」は男性よりも 10 ポイント以上

多くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国分寺市男女平等に関する市民意識・実態調査（平成 27 年度） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

75.5

62.9

56.8

48.2

38.6

38.9

2.3

3.3

64.1

61.4

40.6

33.9

36.9

30.2

5.0

3.0

0 20 40 60 80

女性 n=(396)  

男性 n=(298)  

(%)全体 n=(698)  

性教育で避妊や性感染症などを教える
必要がある

男女に関して不必要な区別はなくした方がよい

ＤＶ・デートＤＶについて教える必要がある

セクシュアルマイノリティ（ＬＧＢＴ）の子どもに
配慮する必要がある

男女平等教育は今以上に充実させる
必要がある

男らしさや女らしさにこだわらない教育が
必要である

その他

無回答

70.5

62.2

49.9

42.1

37.7

35.0

3.4

3.2

0 20 40 60 80 (%)
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⑨男女平等に関する広報・啓発活動の状況 

男女平等推進センターを利用したことがある人は２％程度で，平成 22 年と

比較しても横ばいです。また，センターを利用したことがない理由に「『男女

平等推進センター』があることを知らなかった」を挙げている人は７割台と

なっています。 

 

＜男女平等推進センターの利用状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜男女平等推進センターを利用したことがない理由＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国分寺市男女平等に関する市民意識・実態調査（平成 27 年度） 
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13.1

7.2

5.1

3.2

3.7

1.1

78.6

10.9
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男性 n=(285)  

(%)全体 n=(664)  

「男女平等推進センター」があることを
知らなかった

「男女平等推進センター」があることは知って
いたが、２～５以外の理由で利用しなかった

「男女平等推進センター」があることは知って
いたが、利用する気にならなかった

「男女平等推進センター」があることは知って
いたが、魅力的な催しがなかった

「男女平等推進センター」があることは知って
いたが、忙しくて利用しなかった

「男女平等推進センター」があることは知って
いたが、場所が不便で利用しなかった

無回答
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6.0
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2.7
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全体
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男性
 

 



Ⅰ 計画の策定にあたって 

- 23 - 
 

⑩男女平等社会を実現するために必要な施策 

「仕事と家庭生活を両立できるように育児・介護への支援」「学校で男女平

等意識を育てる教育の充実」が特に多くなっており，そのほか，「女性の再就

職に役立つ学習機会の提供や起業を支援する講座等の充実」「女性の生き方に

関する情報提供，交流，相談などの充実」などが挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国分寺市男女平等に関する市民意識・実態調査（平成 27 年度） 

 

  

44.9

30.1

19.7

14.6

14.6

13.4

8.6

7.1

8.6

5.8

3.0

32.6

40.3
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8.7
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6.0

35.6
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女性 n=(396)  

男性 n=(298)  

(%)全体 n=(698)  

仕事と家庭生活を両立できるように育児・
介護への支援

学校で男女平等意識を育てる教育の充実

女性の再就職に役立つ学習機会の提供や
起業を支援する講座等の充実

女性の生き方に関する情報提供、交流、
相談などの充実

あらゆる分野における女性の積極的な登用

ＤＶ（配偶者等からの暴力）、セクハラなどの
女性に対する暴力をなくす施策

男女平等推進行動計画の普及と推進

学校以外の場で男女平等への理解を深める
ための学習機会の提供等の啓発活動

市職員の女性の管理職の登用や男女の配置に
ついての偏りをなくす実態づくり

市職員の男女平等の意識づくり

その他

無回答

42.7

30.5

15.8

13.3

12.8

11.5

9.2

8.7

8.6

5.4

4.3

34.2

0 20 40 60 (%)



Ⅰ 計画の策定にあたって 

- 24 - 
 

 



Ⅱ 計画の基本的な考え方 

- 25 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 計画の基本的な考え方 

  



Ⅱ 計画の基本的な考え方 

- 26 - 
 

  



Ⅱ 計画の基本的な考え方 

- 27 - 
 

Ⅱ 計画の基本的な考え方 

１ 計画の目的 

本計画は，「国分寺市男女平等推進条例」第９条に基づき，男女平等社会の

実現に向けて，国分寺市において男女平等推進施策を総合的かつ計画的に推進

するために策定するものです。 
 

２ 計画の位置づけ 

（１）「国分寺市男女平等推進条例」第９条に基づき策定する計画です。 

（２）本計画は，「男女共同参画社会基本法」第14条第３項に基づく「市町村

男女共同参画計画」です。 

（３）本計画の課題１及び２を「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律（女性活躍推進法）」第６条第２項に基づく「市町村推進計画」と

位置付けます。 

（４）本計画の課題６を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律（ＤＶ防止法）」第２条の３第３項に基づく「市町村基本計画」

と位置付けます。 
 

３ 計画の性格 

（１）この計画は，国の「第４次男女共同参画基本計画」の趣旨を踏まえて策

定する計画です。 

（２）「国分寺市総合ビジョン」やその他の関連する分野別計画との整合性を

図り，策定する計画です。 

（３）この計画は，「国分寺市男女平等推進委員会」の意見を尊重するととも

に，「国分寺市男女平等推進行動計画」の推進状況や課題を整理し，平

成27年度に実施した「国分寺市男女平等に関する市民意識・実態調査」

の結果，ワークショップ，パブリック・コメント制度等による市民参加

のもとに策定したものです。 

（４）この計画は，市・市民・事業者等と協働して取り組むものです。 
 

４ 計画の期間 

この計画の期間は，平成29年度から平成36年度までの８年間とし，社会状況

の変化や計画の進捗状況を踏まえ，必要に応じて見直しを行います。  
年 度 平成 29 

2017 
平成 30 
2018 

平成 31 
2019 

平成 32 
2020 

平成 33 
2021 

平成 34 
2022 

平成 35 
2023 

平成 36 
2024 

計画名 

        

        

国分寺市総合ビジョン 

第２次国分寺市男女平等推進行動計画 

計画の基本的な考え方 Ⅱ 
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５ 計画の推進 

（１）推進体制 

市長の附属機関である「国分寺市男女平等推進委員会（推進委員会）」にお

いて，男女平等推進施策に関わる重要事項や行動計画の進ちょく状況について，

専門的又は市民的見地から調査審議し，市長に答申します。推進委員会からの

答申をふまえて，男女平等推進施策を展開します。推進委員会は，男女平等社

会の実現に向けて活動する団体の代表４人以内，公募市民３人以内，識見を有

する者３人以内で構成されます。 

全庁にわたる横断的な推進体制として，「国分寺市男女平等推進協議会」に

より男女平等推進施策の推進と調整を行います。 
 

（２）市民，事業者等との連携と協働 

男女平等社会の実現に向けて施策を推進するにあたっては，市民や事業者等

との連携や協働が欠かせません。市・市民・事業者等がさまざまな分野で主体

的にそれぞれの役割を果たしていくことを目指します。 
 

（３）国や東京都，関係機関との連携 

国の法整備や，東京都が広域的に実施すべき事項等については，国や東京都

に積極的に働きかけを行うとともに，必要に応じて他の関係機関と連携を図り

ます。 
 

（４）行動計画の効果的な進行管理 

年度ごとに推進状況を確認し，「国分寺市男女平等推進条例」第10条に基づ

き推進委員会からの意見を聴取し，年次報告書を作成し，公表します。 

推進状況の評価は，計画の見直しや施策の次年度以降の取組に反映します。 

さらに，より具体的に進行管理を行うために，成果目標を設定し，その達成

に向けて事業・施策を推進していきます。 
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＜成果目標＞ 

課
題 

項 目 （データ出典） 現状 

成果目標 [参考] 

国目標 
（期限） 

中間 

（期限） 

最終 

（期限） 

１ 「ワーク・ライフ・バランス」
という言葉の認知度 
（男女平等に関する市民意識・実態調査） 

57.4％ 
（平成 27 年度） 

70％ 
（平成 32 年度） 

80％ 
（平成 36 年度） － 

庁内の男性職員の育児休業取
得率 
（国分寺市特定事業主行動計画） 

８％ 
（平成 27 年度） 

15％ 
（平成 29年 度末 ） 

20％ 
（平成 36 年度） 

13％ 
（平成32年） 

庁内の超過勤務の縮減 
（国分寺市特定事業主行動計画） 

一人あたり
月8.3時間 

（平成 27 年度） 

一人あたり
月6.4時間 

（平成 29年 度末 ） 

特定事業主

行動計画の

目標値 

－ 

週労働時間 60 時間以上の雇用
者の割合 

（男女平等に関する市民意識・実態調査） 

9.9％ 
（平成27年度） 

５％ 
（平成32年度） 

５％以下 
（平成 36 年度） 

５％ 
（平成32年） 

２ 審議会等委員に占める女性の
割合 
（文化と人権課） 

32％ 
（平成 27 年度） 

40％以上 
（平成32年度） 

40％以上 
（平成 36 年度） 

30％以上 
（平成32年） 

庁内の女性職員の登用 

（国分寺市特定事業主行動計画） 
 

 
管理職（課長以上）に占める
女性の割合 

10.1％ 
（平成 27 年度） 

15％以上 
（平成 29 年度） 

20％ 
（平成 36 年度） 

20％ 
（平成 32 年度末） 

係長職に占める女性の割合 
28.2％ 

（平成 27 年度） 
30％以上 

（平成 29 年度） 
35％ 

（平成 36 年度） 
35％ 

（平成 32 年度末） 
防災会議の委員に占める女性
の割合 
（防災安全課） 

9.1％ 
（平成 27 年度） 

30％ 
（平成 32 年度） 

30％以上 
（平成 36 年度） 

30％ 
（平成 32 年） 

保育所待機児童数 
（子ども若者計画課） 

88 人 
（平成 27 年度） 

解消 
（平成 32 年度） 

解消 
（平成 36 年度） 

解消 
（平成 29 年度末） 

３ 「ジェンダー」という言葉の認
知度 
（男女平等に関する市民意識・実態調査） 

59.3％ 
（平成 27 年度） 

70％ 
（平成 32 年度） 

80％ 
（平成 36 年度） 

－ 

５ 「男女平等推進センター」の認
知度 
（男女平等に関する市民意識・実態調査） 

22.8％ 
（平成 27 年度） 

40％ 
（平成 32 年度） 

60％ 
（平成 36 年度） 

－ 

６ 
夫婦間における「平手で打つ」
「足でける」を暴力として「ど
んなことがあっても許されな
い」と認識する人の割合 
（男女平等に関する市民意識・実態調査） 

平手で打つ 
男性73.5％ 
女性79.8％ 
足でける 
男性93.6％ 
女性91.9％ 
（平成27年度） 

100％ 
（平成32年度） 

100％ 
（平成 36 年度） 

－ 

全

体 

「男女共同参画社会」という言
葉の認知度 
（男女平等に関する市民意識・実態調査） 

65.2％ 
（平成 27 年度） 

100％ 
（ 平 成 32 年 度 ）  

100％ 
（平成 36 年度） 

100％ 
（平成 32 年） 
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（５）配慮すること 

性的指向や性同一性障害を理由として困難な状況に置かれている場合や，障

害があること，日本で生活する外国人であること等に加え，女性であることで

更に複合的に困難な状況に置かれている場合について，計画推進全般にわたっ

て人権尊重の観点から配慮をします。 
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Ⅲ 施策の展開 

１ 計画の基本理念 

「国分寺市男女平等推進条例」第３条に規定する基本理念をこの計画の基本

理念とします。 

（１）性別にかかわりなくだれもが，個人として尊重され，性別に起因する差

別及び暴力がなく，ジェンダーによる固定的な役割分担意識及びその役

割分担意識に基づく社会的な制度又は慣行により，個人の社会における

活動の自由な選択が妨げられることなく，多様な生き方が選択できるこ

と。 

（２）性別の観点から，社会における制度又は慣行をできる限り中立なものに 

すること。 

（３）市における政策又は事業者等における方針の立案若しくは決定をはじめ 

とするあらゆる場に，性別にかかわりなくだれもが対等に参加できるこ 

と。 

（４）性別にかかわりなくだれもが，家庭内での協力及び社会的支援のもとに，

子育て，介護等家族としての役割を果たすことと職場，地域等において

活動することとを両立できるようにすること。 

（５）国際社会における取組と密接な関係があることを認識して取組を推進する

こと。 
 

２ 計画の目標 

「国分寺市男女平等推進条例」第３条に規定する基本理念に沿って施策を推

進するにあたり，目指す国分寺像として計画の目標を次のとおり定めます。 

 

男女の人権を尊重し 

だれもが相互につながり助け合い自己実現できるまち 
 

 
※「男女の人権」……ひとくくりに「人権」の問題について取り扱うのではな

く，「男らしさ」「女らしさ」といった社会通念や慣習か

ら生じる人権の問題，性別に起因する人権の問題という

観点に着目し，その観点から問題を強調するために，「男

女の」としています。  

施策の展開 Ⅲ 
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３ 計画の課題 

 

課題１ 男性中心型労働慣行の見直し 

これまで日本企業で常態化してきた長時間労働，年功的処遇を前提とした働

き方は，男性が子育て・家事・介護等に関わる機会を奪い，一方で女性の家庭

での役割を固定化し，出産・子育てを機に退職せざるを得ない状況や，家計補

助的な短時間・非正規雇用での就労にとどまる要因となっています。 

男女が共に仕事と生活を両立しながら，その個性と能力を発揮して活躍する

ためには，長時間労働の削減等，男性中心型労働慣行を見直すことにより，男

女が互いに責任を分かち合いながら仕事にも家事・育児・介護等にも携わり，

地域活動や自己啓発などあらゆる場で活躍できる社会を目指す必要がありま

す。 

 

課題２ 女性の活躍の場の拡大 

女性が様々な場で活躍する社会の実現には，男女が性別による区別や制約な

く活動し，健康で自立した生活を送ることができる環境が必要です。家庭にお

ける負担を軽減するための子育て・介護への支援や，育児・介護休業・休暇へ

の理解促進，再就職への支援などを進めるとともに，男性の家事・育児・介護

への参画促進，事業主に向けた啓発の促進などをより強化する必要があります。 

また，組織の政策や方針を決定する場でより多くの女性が重要な役割を担う

ことにより，多様な価値を反映し，男性も女性も活動しやすい場を作ることが

できるよう，後押ししていくことも必要です。 

 

課題３ 男女平等意識の醸成 

男女が共に活躍すること，性別に起因する暴力や人権侵害をなくすこと，ど

ちらの実現にも，人々の意識の根底にある固定的な性別役割分担意識を解消し，

男女平等意識を醸成することが重要です。様々な機会を捉えて男女平等の意識

づくりを推進するとともに，男女平等の実現に向けた現状を具体的に「見える」

ようにして公表することで，市，市民，事業者等すべてにおいて自主的な行動

が波及していくよう取組を進める必要があります。 

 

 

  

課題１ 

課題２ 

課題３ 
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課題４ 男女平等教育の充実 

個人の考え方や意識の形成には家庭等の環境や受ける教育が大きく関わっ

ており，特に人格形成期の子どもたちへの教育は，男女平等に関する意識に大

きな影響を及ぼすことから，重要な役割を担っています。 

教育に携わる者が男女平等の理念を理解し，一人一人が自立と思いやりの意

識を育むことができるよう人権に関する教育を充実するとともに，性別による

差別的な扱いを受けず，個人の意思や能力，適性により主体的に進路を選択す

ることができるよう男女平等の視点を踏まえた教育・学習を推進することが重

要です。 

 

課題５ 男女平等に関する広報・啓発活動 

男女平等社会の実現には，法制度の整備と並んで市民のジェンダーによる固

定的な役割分担意識や性差別的な価値観を見直すことが重要な課題となりま

す。 

講座・講演会などの学習機会の提供や広報・情報誌などを通じた情報発信な

ど広報・啓発活動をより多くの市民に届くよう効果的な手法で進めていく必要

があります。また，男女平等に関する学習や交流の機会，活動の場の提供を目

的に設置している男女平等推進センターを活用し，様々な機関や団体等と連携

して男女平等に関する広報・啓発活動を推進する必要があります。 

 

課題６ 性別に起因する暴力や人権侵害の根絶 

心身に対する暴力によって他人を支配しようとする行為は，個人が尊重され，

能力を発揮して生きることができるという基本的な権利を侵害することにな

ります。暴力は，配偶者や恋人など親密な関係にある異性間であっても人権侵

害であり犯罪行為です。 

ドメスティック・バイオレンスや人権侵害行為の解決に向け，加害者も被害

者も生まないよう，暴力防止に関する啓発活動を強化するとともに，関係機関

と連携した相談の充実，被害者に対する支援を継続的に進めていく必要があり

ます。 

 

  

課題４ 

課題５ 

課題６ 



Ⅲ 施策の展開 

- 36 - 
 

４ 計画の体系 

【目 標】  

男女の人権を尊重しだれもが相互につながり助け合い自己実現できるまち 

  

課 題 施 策 

課題１  

男性中心型労働慣行の見直し 

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進 

（２）男性が家事・育児・介護に参画できる 

環境づくり 

（３）就労における男女平等の推進 

課題２  

女性の活躍の場の拡大 

課題３  

男女平等意識の醸成 

（１）市の政策・事業者等の方針決定過程へ 

の女性の参画推進 

（２）女性の就業支援 

（３）子育て・介護への支援 

（４）地域における男女共同参画 

（５）生活の安定と自立の促進 

（６）生涯にわたる健康支援 

（１）様々な分野における男女平等の意識づくり  

（２）ジェンダーによる固定的な役割分担 

意識の解消 

（３）男女平等事例の見える化 

（４）たがいの性を理解し尊重する意識の醸成  

女性活躍推進計画 

女性活躍推進計画 
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＊課題１と課題２は，「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍

推進法）」第６条第２項に基づく「市町村推進計画」にあたるもので，「国分寺市女

性の職業生活における活躍の推進に関する計画（女性活躍推進計画）」とします。 

＊課題６は，「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止

法）」第２条の３第３項に基づく「市町村基本計画」にあたるもので，「第２次国分

寺市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画（第２次ＤＶ防止基

本計画）」とします。  

課題４  

男女平等教育の充実 

課題５  

男女平等に関する広報・啓発活動 

（１）学校における人権・男女平等教育の充実 

（１）「男女平等推進センター」の活用促進 

（２）男女の人権に配慮した表現の推進 

（１）相談業務の充実と関係機関との連携強化 

（２）ＤＶ予防のための取組推進 

（３）被害者の安全確保と自立支援 

（４）人権侵害を予防するための支援 

（５）性犯罪被害者の支援 

課 題 施 策 

課題６  

性別に起因する暴力や人権侵

害の根絶 

第２次ＤＶ防止基本計画 
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５ 事業展開 

課題１ 男性中心型労働慣行の見直し 

 
 
 
 
 
 
 

施策１ ワーク・ライフ・バランスの推進 

No. 事業名 事業内容 所 管 

1 

ワーク・ライ
フ・バランスに
関する広報啓発
活動 

市報や情報誌，市ホームページなどによ
る情報提供や，男性が子どもと一緒に参
加できる講座などを開催し，ワーク・ラ
イフ・バランスについて考えるきっかけ
づくりを行います。 
◇各種事業・制度についての情報提供 
◇各種講座の実施 
◇多様な働き方に関する情報提供 
◇市内事業者等の好事例の紹介と普

及 

文化と人権課 

経済課 

2 
庁内におけるワ
ーク・ライフ・
バランスの推進 

子育てや介護などと仕事とを両立で
きる環境の充実を図ります。特定事業
主行動計画と連動し，特に男性の育児
休業の取得率の向上を目指します。ま
た，ワーク・ライフ・バランスに資す
る休暇制度の情報提供をします。 

職員課 

文化と人権課 

3 

庁内・事業者等
における長時間
労働削減の取組
の促進 

新規 

庁内では，日常業務や業務分担の見直
しを行い，特定事業主行動計画と連動
し，超過勤務の縮減目標の達成に向け
取り組み，長時間労働削減を推進しま
す。また，市内事業者等に向け，好事
例等の情報提供を行います。 

職員課 

文化と人権課 

経済課 

 
  

課題１ 

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進 

（２）男性が家事・育児・介護に参画できる環境づくり 

（３）就労における男女平等の推進 

 

施 

策 

女性活躍推進計画 
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施策２ 男性が家事・育児・介護に参画できる環境づくり 

No. 事業名 事業内容 所 管 

4 

男女が共に家
事・育児・介護
をするための意
識づくり 

家事・育児・介護は男女が共に行うも
のであることについて考える機会を
つくり，様々な機会を活用して啓発を
行います。 
◇両親学級における父親参加の促進 
◇こどもの発達センターつくしんぼ
の父親参画事業の実施 

◇育児・介護休業・休暇を取得するこ
との理解促進 

健康推進課 

子育て相談室 

子ども子育て事業課 

文化と人権課 

5 

男性が家事・育
児・介護に参画
するための環境
づくり 

男性が積極的に家事・子育て・介護に
携わることができるよう，講座の開催
などをし，様々なスキルや支援の情報
提供を行います。 
◇父親の子育てセミナー等の開催 
◇親子ひろば事業や児童館での土曜
日の父親と乳幼児の利用拡大 

◇料理や家事のスキルを学び生活自
立のきっかけを作る講座の実施 

◇介護予防や老後の生活，介護負担に
ついての講座の実施 

子育て相談室 

子ども子育て事業課 

高齢者相談室 

介護保険課 

文化と人権課 

 

施策３ 就労における男女平等の推進 

No. 事業名 事業内容 所 管 

6 

事業者等へむけ
た男女平等・格
差是正に関する
啓発・情報提供 

市ホームページや男女平等推進セン
ター情報誌など様々な媒体を通じて，
各種制度や女性活躍推進法に基づく
公開情報の紹介などの情報提供をし，
均等待遇に向けた事業主への理解を
深めます。 

文化と人権課 

経済課 

7 

市の調達におけ
る男女平等推進
事業評価制度の
運用拡大の検討 

国の「女性の活躍推進に向けた公共調
達及び補助金の活用に関する取組指
針」に準じた調達の仕組みを検討しま
す。 

契約管財課 

文化と人権課 
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課題２ 女性の活躍の場の拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 市の政策・事業者等の方針決定過程への女性の参画促進 

No. 事業名 事業内容 所 管 

8 
審議会等の委員
における性によ
る偏りの解消 

審議会等の委員において，一方の性が原
則として全体で４割を下回らないよう
にします。審議会等の特性を分析して，
審議会ごとに詳細な目標値を設定し，女
性ゼロの審議会等をなくします。各課に
対して情報提供と啓発などのポジティ
ブ・アクションを行います。 

政策経営課 

文化と人権課 

9 

庁 内 の 職 員 配
置・管理職登用に
おける積極的な
女性の参画推進 

部署ごとに職員の性別による偏りをな
くすよう職員の配置を行います。 
女性管理職登用の妨げになっている要
因と対策を検討するなど，庁内における
女性管理職の登用にむけた取組を促進
します。 

職員課 

文化と人権課 

10 

防災・災害時にお
ける政策・方針決
定への女性の参
画推進 

防災計画策定や防災対策，災害時の情報
収集・地域との連携を指揮する防災会議
への女性の参画を促進します。 
避難訓練等や備蓄等の防災対策や災害
時の避難所運営等に女性の視点を取り
入れるため，活動へのより多くの女性の
参加を図ります。 

防災安全課 

11 

事業者等の方針
立案・決定への女
性の参画促進 

新規 

市内企業に対して女性活躍推進法に基
づく一般事業主行動計画の策定を推奨
し，事業者等における管理職等への女性
の登用を推進します。 

文化と人権課 

経済課 

 
  

 

施 

策 

（１）市の政策・事業者等の方針決定過程への女性の参画推進 

（２）女性の就業支援 

（３）子育て・介護への支援 

（４）地域における男女共同参画 

（５）生活の安定と自立の促進 

（６）生涯にわたる健康支援 

課題２ 女性活躍推進計画 
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施策２ 女性の就業支援 

No. 事業名 事業内容 所 管 

12 

女性のキャリア
支援 
 
新規 

庁内における女性管理職の登用促進と
並行して，キャリアプランの確立やマネ
ジメント支援の推進などの登用された
女性に対するサポートに取り組み，事業
者等へもその取組を促します。 

職員課 

文化と人権課 

13 
子育て・介護等と
の両立を目指す
女性の就業支援 

結婚・出産・介護等で離職したが働きた
いと考えている女性の就業を支援する
ため，就業に役立つ情報の提供や就業体
験等の講座を実施します。 
就労支援地域連絡会では，労働に関係す
る関係機関が連携を図り，情報交換を行
うことで就労支援ネットワーク化を推
進します。 
また，起業を目指す人には学びの機会の
ほか，条件面の整備や財政面の支援策な
どについての情報を提供します。 

文化と人権課 

経済課 

14 
農業経営への男
女共同参画 

市内の農業において女性が果たしてい
る役割の重要性に照らして，女性の農業
経営参画につながる「家族経営協定」締
結を促進します。 

経済課 

 
施策３ 子育て・介護への支援 

No. 事業名 事業内容 所 管 

15 
保育サービス・放
課後の居場所の
充実 

子ども・子育て支援事業計画にのっとり
保育所等の整備に取り組み，待機児童を
解消するとともに，多様化する保育ニー
ズへの対応を進めます。 
放課後の子どもの居場所について，その
あり方，実施方法も含めて検討します。 
◇延長保育，病児・病後児保育，一時保

育等の充実 
◇学童保育所の受入対象学年拡大・時間

延長の検討 

子ども若者計画課 

子ども子育て事業課 
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No. 事業名 事業内容 所 管 

16 
子育てに関する
総合的な支援・相
談の充実 

相談や情報提供，交流の場，子ども連れ

で利用しやすい施設整備など，男女とも

に子どもを産み育てやすい環境づくり

を進めます。 

◇ファミリーサポートセンター事業の
充実 

◇親子ひろば事業や児童館事業の充実 

◇子育て関係団体のネットワークづくり 

◇「あかちゃんふらっと」等の整備・利
用促進 

◇健康や発達などに関する情報提供・相
談の充実 

◇児童虐待へのきめ細やかな対応 

子ども子育てサービス課 

子ども子育て事業課 

子育て相談室 

17 介護者への支援 

介護負担を軽減し，介護を社会全体で支

えていくため，介護保険制度の普及・利

用促進を図るとともに，介護サービスの

周知を進めます。 

高齢者相談室 

介護保険課 

18 
介護に関する総
合的な相談事業 

地域包括支援センターを中心に，介護に

ついて総合的に情報提供を行います。高

齢者虐待を防止する取組を進め，関係機

関と連携し，適切に対応します。 

高齢者相談室 

 
施策４ 地域における男女共同参画 

No. 事業名 事業内容 所 管 

19 
市民活動への支
援 

公民館や男女平等推進センターの講座
などを通じて，男女が共に地域での活動
に参加する機会をつくります。 
また，情報提供や，団体に対する活動の
場の提供等の支援を行い，市民活動の活
性化を図ります。 

公民館課 

文化と人権課 

協働コミュニティ課 

20 
女性リーダーの
育成 

男女平等推進センターにおいて，審議会
などさまざまな場での女性の活躍につ
ながる講座などを開催します。 

文化と人権課 
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施策５ 生活の安定と自立の促進 

No. 事業名 事業内容 所 管 

21 
高齢者・障害者へ
の支援 

高齢者が住みなれた地域で安心して暮
らすことができるよう，さまざまな機関
と連携して，高齢者の暮らしを支援しま
す。 
障害者総合支援法に基づき，障害者の自
立を支えるための各種サービスを実施
します。 

高齢者相談室 

障害福祉課 

22 
ひとり親家庭の
生活安定と自立
支援 

ひとり親家庭に対する相談事業をとお
して生活の安定を支援します。児童扶養
手当，医療費助成，母子・父子福祉資金
の貸付，自立支援給付金など生活自立の
ための支援を行います。また，就労相談
を行い，経済的自立を支援します。ひと
り親ホームヘルプサービスの派遣をと
おして育児・家事の支援をします。 

生活福祉課 

子育て相談室 

子ども子育てサービス課 

23 
外国人への情報
提供 

市内で生活する外国人に福祉・医療・教
育等の情報や相談窓口の案内などにつ
いて分かりやすく，届きやすい情報提供
をしていきます。 

協働コミュニティ課 

 
施策６ 生涯にわたる健康支援 

No. 事業名 事業内容 所 管 

24 
性差や年代に応
じた健康支援 

性差に応じた疾病や健康上の課題につ
いて，講座を開催するなど情報提供を行
います。 
骨粗しょう症検診，乳がん検診，子宮が
ん検診を実施します。 

健康推進課 

25 妊産婦への支援 
母子の健康に着目した健康指導，健康診
査を実施します。 

健康推進課 
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課題３ 男女平等意識の醸成 

 

 

 

 

 

施策１ 様々な分野における男女平等の意識づくり 

No. 事業名 事業内容 所 管 

26 
男女平等に関す
る情報・学習機会
の提供 

男女平等の推進に関する情報を収集し，
市民へ効果的に情報提供していきます。 
また，男女平等推進センターや公民館,
図書館で，女性のエンパワーメントや性
別役割分担意識の解消などをテーマに
講座等を開催します。 

文化と人権課 

公民館課 

子ども子育て事業課 

図書館課 

市政戦略室 

27 

国際社会におけ
る取組に関する
情報の収集と提
供 

男女平等社会実現の取組は，国際社会に
おける取組と密接な関係があります。国
際的な潮流や各国の取組，生活様式の違
いなどについて情報を収集し提供しま
す。 

文化と人権課 

協働コミュニティ課 

28 
職員の男女平等
意識の推進 

職員の男女平等意識やワーク・ライフ・バ
ランスの推進を図るため，職員研修や意識
啓発を実施します。意識啓発とともに意識
の実態把握を図ります。 

職員課 

文化と人権課 

施策２ ジェンダーによる固定的な役割分担意識の解消 

No. 事業名 事業内容 所 管 

29 

ジェンダーにつ
いての理解促進 
 
新規 

ジェンダーによる固定的な役割分担の
解消に向け，講座などでの用語解説や広
報・情報誌などを通じた情報発信などジ
ェンダーについて理解を深めるための
取組を行います。 

文化と人権課 

施策３ 男女平等事例の見える化 

No. 事業名 事業内容 所 管 

30 
男女平等社会の
事例明示 

どのような状態が男女平等なのかを，市
報やホームページなどで紹介し，気づき
や意識向上を図ります。 
男女平等推進に関する様々なデータ等
を活用します。 

文化と人権課 

31 
男女平等に関する
市民意識・実態調
査 

計画の改定や推進状況の確認を要する
ときなど，必要に応じて調査を行い，市
民の意識や実態を把握します。 

文化と人権課 

課題３ 

（１）様々な分野における男女平等の意識づくり 

（２）ジェンダーによる固定的な役割分担意識の解消 

（３）男女平等事例の見える化 

（４）たがいの性を理解し尊重する意識の醸成 

 

施 

策 
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施策４ たがいの性を理解し尊重する意識の醸成 

No. 事業名 事業内容 所 管 

32 

たがいの性を理
解し，尊重するた
めの学習機会の
提供 

男女平等推進センターにおける講座等
を通じて，「リプロダクティブ・ヘルス
／ライツ(性と生殖に関する健康／権
利)」の普及を図ります。若年層が学習
できる場として，児童館と連携した取組
を行います。学校教育の場において，人
権尊重の視点に立ち，性について正しい
理解を得るための授業を行います。 

文化と人権課 

子ども子育て事業課 

学校指導課 

33 
HIV や性感染症な
どに関する情報
提供 

HIV や性感染症について正しい知識の普
及のため，市ホームページでの広報や
小・中学校の学習指導における取組を通
じて積極的に情報提供を行います。 

文化と人権課 

健康推進課 

学校指導課 

 

 

課題４ 男女平等教育の充実 

 

 

 

 

 

施策１ 学校における人権・男女平等教育の充実 

No. 事業名 事業内容 所 管 

34 
男女平等の視点
をふまえた教育
活動の推進 

各教科・道徳・特別活動等教育活動全体
を通じ，児童・生徒の発達段階に応じた
人権尊重，男女平等意識を育む教育を推
進します。 

学校指導課 

35 
性別にとらわれ
ない職業意識の
醸成，進路指導 

職場体験や進路指導などにおいて，性別
による固定的な役割分担意識にとらわ
れず主体的に進路を選択する能力・態度
を育みます。 

学校指導課 

36 
教職員への男女
平等教育研修の
実施 

男女平等教育研修を充実し，教職員に対
する男女平等意識の徹底を図ります。 学校指導課 

37 

児童・生徒・教職
員への男女平等
意識の啓発 
新規 

男女平等推進センターに集まる情報や，
男女平等推進センターが作成した啓発
用資料などを児童・生徒向け，教職員向
けに整理して提供し，男女平等意識を啓
発します。 

文化と人権課 

 

課題４ 

 

（１）学校における人権・男女平等教育の充実 

 

 

施 

策 
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課題５ 男女平等に関する広報・啓発活動 

 

 

 

 

施策１ 「男女平等推進センター」の活用促進 

No. 事業名 事業内容 所 管 

38 

男女平等推進施
策の拠点機能の
強化 
 
新規 

男女平等社会実現のための情報の集
約・発信機能や啓発活動，講座・講演会
の企画・実施，相談業務など市民に身近
な拠点として，「男女平等推進センター」
の機能を強化します。 
啓発活動等の実施にあたっては施設内
にとどまらず，他の公共機関等との連携
により，より多くの市民に情報を届けら
れるよう取組を進めます。 

文化と人権課 

39 

男女平等推進セ
ンターの周知と
講座・講演会など
の実施 
新規 

多くの市民が集い，男女平等について自
ら学び，考え，広めていくことができる
よう「男女平等推進センター」の周知を
図ります。 

文化と人権課 

 
施策２ 男女の人権に配慮した表現の推進 

No. 事業名 事業内容 所 管 

40 
メディア・リテラ
シーを育成する
学習機会の充実 

メディアに描かれる男女の性役割や暴
力を助長する表現などに敏感になり，一
人ひとりがメディアからの情報を能動
的・批判的に読み解く力・活用する力を
つけるための学習を推進・支援します。
インターネット上の人権侵害の防止の
ための情報提供を行います。 

文化と人権課 

公民館課 

学校指導課 

41 
男女平等視点に
よる表現の推進 

「男女平等の視点による表現のガイド
ライン」の活用を通じて市が情報を発信
する際には，ジェンダー(社会的性別)
にとらわれず，人権を尊重した表現を推
進します。 

市政戦略室 

文化と人権課 

公民館課 

 
  

課題５ 

（１）「男女平等推進センター」の活用促進 

（２）男女の人権に配慮した表現の推進 

 

施 
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課題６ 性別に起因する暴力や人権侵害の根絶 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 相談業務の充実と関係機関との連携強化 

No. 事業名 事業内容 所 管 

42 相談事業の充実 

男女平等推進センターの相談事業を窓口と
してＤＶについての相談に対応し，さまざま
な機会を通じてＤＶに関する相談先につい
て周知を行います。庁内外での研修機会を捉
え，相談員のスキル向上を図ります。 

文化と人権課 

43 

「ＤＶ防止連絡
会」による庁内連
携の強化と二次
被害の防止 

相談や関係窓口で対応する担当者がそれ
ぞれの部署の職責に応じた適切な対応が
できるよう，庁内連携のための組織であ
る「ＤＶ防止連絡会」を通じて連携の強
化と二次被害の防止，被害者の手続負担
軽減を図ります。また，児童虐待の担当
部署との調整を図ります。 

文化と人権課 

44 
庁外の関係機関
との連携強化 

警察や東京都などの関係機関のほか，学
校，市医師会，市歯科医師会などの医療
関係者や民生・児童委員などの福祉関係
者との連携を強化します。 

文化と人権課 

45 
「要保護児童対策
地域協議会」による
連携の強化 

児童虐待予防と児童の保護支援につい
て適切な情報提供をし，関係機関の連携
を深めます。 

子育て相談室 

文化と人権課 

施策２ ＤＶ予防のための取組推進 

No. 事業名 事業内容 所 管 

46 
広報啓発活動に
よる暴力予防 

ＤＶのメカニズムや背景，実態などにつ
いて市民や医療・福祉機関などの関係者
の理解が深まるよう，さまざまな機会を
通じて広報活動を行います。 
◇啓発資料の作成・普及 
◇研修・講座の開催 

文化と人権課 

47 
若年層に向けたＤ
Ｖ・デートＤＶに
ついての広報啓発 

ＤＶやデートＤＶについて，若年層が主体的
に考えることができるよう，児童館などにお
いて予防のための学習の場をつくります。近
隣大学との連携のあり方を検討します。 

文化と人権課 

子ども子育て事業課 

48 
学校教育におけ
る暴力予防教育 

学校教育を通じて，どのような理由があ
っても暴力は許されないことを学ぶ機
会をつくります。 

学校指導課 

課題６ 

（１）相談業務の充実と関係機関との連携強化 

（２）ＤＶ予防のための取組推進 

（３）被害者の安全確保と自立支援 

（４）人権侵害を予防するための支援 

（５）性犯罪被害者の支援 

 

施 

策 

第２次ＤＶ防止基本計画 
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施策３ 被害者の安全確保と自立支援 

No. 事業名 事業内容 所 管 

49 
被害の早期発見・
対応 

子どもの健診などをとおしてＤＶの発
見に努め，見つかった際には，関係機関
と連携して速やかに適切な対応をしま
す。 
市民や医療関係者，福祉関係者に対し
て，「ＤＶ防止法」に基づく通報につい
ての周知・定着を図ります。 

健康推進課 

文化と人権課 

50 

被害者・子どもの
安全確保と心身
に対するケアの
対応 

母子・女性緊急一時保護事業をはじめと
して，保護を求める被害者の安全確保を
図ります。 
また，児童虐待防止の部署と連携し，Ｄ
Ｖがある家庭の子どもの安全確保を図
ります。日常生活の中で被害者の子ども
が適切に配慮されるよう，学校，保育園
等において丁寧な対応を行います。 
被害者の緊急一時保護に重要な役割を
果たしている民間シェルターの安定的
運営を支援するため財政的支援を行い
ます。 

生活福祉課 

文化と人権課 

契約管財課 

子育て相談室 

子ども子育て事業課 

学校指導課 

51 
被害者支援にお
ける配慮の徹底 

住民基本台帳のほか，国民健康保険，介
護保険，児童手当など，住民基本台帳か
らの情報に基づき事務処理を行う部署に
おいて，情報管理を徹底します。 
外国人や障害者など特に支援を必要と
する人に配慮した情報提供を行います。 

市民課 

文化と人権課 

52 
被害者の自立支
援 

日常生活，就業，住居等について各種制
度を活用し，関係機関と連携しながら被
害者の自立を支援します。 
被害者の回復の一助として，必要な情報
を提供し，被害者の心理的な安定，回復
を支援します。 

生活福祉課 

文化と人権課 
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施策４ 人権侵害を予防するための支援 

No. 事業名 事業内容 所 管 

53 
セクシュアル・ハ
ラスメント等の
防止の取組 

さまざまな機会をとおして事業者等や
市民に対してセクシュアル・ハラスメン
トをはじめとするハラスメントの防止
にむけた広報・啓発を行います。 

文化と人権課 

54 
庁内におけるハ
ラスメント対策 

庁内に対して，ハラスメントの防止につ
いて周知します。「ハラスメントの防止
等に関する指針」により，被害者の立場
に立った適切な対応を行います。 

職員課 

55 
ストーカー等の
防止の取組 

ストーカー等の人権侵害についての理
解の普及を図ります。 
不審者情報の提供など，つきまとい行為
防止の取組を行います。 

防災安全課 

文化と人権課 

 

施策５ 性犯罪被害者の支援 

No. 事業名 事業内容 所 管 

56 
性犯罪被害者支
援 の た め の 広
報・啓発活動 

性犯罪被害者が，被害を訴えることを躊
躇せずに必要な相談を受けられるよう，
広報活動を通じて性犯罪被害の潜在化
防止に努めます。また，性犯罪に対する
市民の理解を増進するため，啓発活動を
行います。 

文化と人権課 
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Ⅳ 資料 

１ 用語解説 

合計特殊出生率 

15歳から49歳までの女性の年齢別出生率の合計で，一人の女性が一生に

産む子どもの数の平均を表します。   

 

固定的な性別役割分担意識 

「男は仕事，女は家庭」「男性は主要な業務，女性は補助的業務」等のよ

うに，男性，女性という性別を理由として役割を固定的に分ける考え方の

ことをいいます。 

 

ジェンダー（社会的性別） 

生まれついての生物学的性別「セックス（sex）」と異なり，社会通念や

慣習の中にある男性像，女性像など社会によってつくられた性別をいいま

す。ジェンダーが性差別や性別による固定的な役割分担，偏見などにつな

がっている場合もあり，これらが社会的につくられたものであることを意

識していくことが大切です。 

 

ストーカー 

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを指します。「ス

トーカー行為等の規制等に関する法律（ストーカー規制法）」では，特定の

者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに

対する怨恨の感情を充足する目的で，その特定の者又はその家族などに対

して行う行為を規定し，規制しており，平成28年の改正でＳＮＳを用いた

メッセージ送信等の行為も規制の対象になりました。 

 

セクシュアル・ハラスメント 

相手の意に反した性的な言動により，相手に不快感を与えることや，相

手の生活環境を害する行為をいいます。また，そのような言動に不快感な

どを示した相手に対して，自分の地位や立場を利用してさらに不利益を与

える行為も含みます。 

 

デートＤＶ 

恋人同士など，親密な関係にある若者の間で起こる暴力のことをいいま

す。貸したお金を返さないなどの経済的暴力，セックスを強要する・避妊

に協力しないなどの性的暴力，携帯電話等を勝手に見る，大声でどなる，

友人関係を制限するなどの精神的暴力などの行為が若年者においても起き

ており，将来，夫婦間の深刻なＤＶにつながる可能性があるといわれてい

ます。 

資料 Ⅳ 
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ＤＶ防止連絡会（国分寺市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する連絡会） 

ＤＶ被害者に関連のある相談や窓口の部署の担当者の連携を進めるため，

国分寺市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する連絡会設置

要綱に基づき連絡会を設置し，連携に関わる情報交換や職員研修を行って

います。必要に応じて市外の関係機関に参加を呼びかけています。 

 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

配偶者や恋人など親密な関係にある，又はあった者の間で起きる，殴る，

けるなどの身体的暴力や，暴言をはくなどの精神的な暴力，性的強要や自

由に使えるお金を一切渡さないなどの経済的に苦痛を与える行為のことを

いいます。 

 

ポジティブ・アクション（積極的改善措置） 

男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するために

必要な範囲において，男女のいずれか一方に対し，当該機会を積極的に提

供することをいいます（男女共同参画社会基本法第２条第２号より）。男女

間において形式的な機会の平等が確保されていても，社会的・経済的な格

差が現実に存在する場合には，実質的な機会の平等を担保するためにポジ

ティブ・アクションの導入が必要となります。   

 

メディア・リテラシー 

様々なメディアが発信する情報を見きわめ，理解・活用する能力を指し

ます。情報を能動的・批判的に読み解く能力，メディアにアクセスして必

要な情報を引き出し活用する能力，メディアを通じてコミュニケーション

を創造する能力が含まれます。 

 

要保護児童対策地域協議会 

児童福祉法第25条の2の規定に基づき，保護者のない児童や保護者に監護

させることが不適当であると認められる児童の適切な保護又は保護者の養

育の支援が特に必要と認められる児童，出産後の養育について出産前の支

援が特に必要な妊婦への適切な支援を図るために，地域の関係機関が子ど

も等に関する情報等を共有し，連携と協力により適切な支援を行うために

設置する機関です。 
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リプロダクティブ・ヘルス／ライツ(性と生殖に関する健康／権利) 

平成６年（1994年）にカイロで開催された国際人口・開発会議において

提唱された概念で，個人，特に女性の健康の自己決定権を保障する考え方

です。中心概念は，いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由，安全

で満足いく性生活，安全な妊娠・出産，子どもが健康に生まれ育つことな

どが含まれており，思春期や更年期における健康上の問題などについても

議論されています。 

 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き，仕事上の責任を果た

すとともに，家庭や地域生活などにおいても，子育て期，中高年期といっ

た人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる状態をいいます。

ワーク・ライフ・バランスの実現は，就労の場をはじめさまざまな場で性

別にかかわりなく個人の能力を発揮できる社会を実現する上で非常に重要

な課題となっています。 
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２ 関係法令等 

 

・ 国分寺市男女平等推進条例 

・ 国分寺市男女平等推進協議会設置規程 

・ 国分寺市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する連絡

会設置要綱 

・ 国分寺市母子・女性緊急一時保護事業実施規則 

・ 国分寺市母子・女性緊急一時保護費支給規則 

・ 国分寺市配偶者からの暴力被害者同行支援事業等実施要綱 

・ 国分寺市女性等緊急一時保護施設（DVシェルター）運営費補助要綱 

・ 配偶者からの暴力，ストーカー行為，児童虐待等を受けている者に

係る住民基本台帳の閲覧等の取扱いに関する要綱 

・ 国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例 

・ 男女共同参画社会基本法 

・ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

・ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

・ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章 
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３ 国分寺市男女平等推進委員会委員名簿 

氏   名 所  属  等 選出区分 

 小 松   清 

（平成28年３月31日まで） 
三多摩医療生活協同組合 

１号委員 

（男女平等社

会の実現に向

けて活動して

いる団体の代

表） 

 佐 川 和 子 

（平成28年３月31日まで） 
多摩で DV を考える会 

 廣 田 昌 子 

（平成28年３月31日まで） 
国際ソロプチミスト国分寺 

 吉 田 英 子 フェミネット奏 

 織井 恵美子 

（平成28年４月１日から） 
国際ソロプチミスト国分寺 

 堀江 由香里 

（平成28年４月１日から） 
特定非営利活動法人 ArrowArrow 

 中 村 洋 子   
２号委員 

（公募市民） 

升 田 範 夫   

 松 島 勇 

（平成28年３月31日まで） 
  

北 島 稔 

（平成28年４月１日から） 
  

 苫米地 伸 東京学芸大学准教授 
３号委員 

（識見を有す

る者） 
 長 津 芳 元国分寺市立第七小学校校長 

 橋本 恭子 

（平成28年４月１日から） 

一橋大学特別研究員 
日本社会事業大学・津田塾大学非常
勤講師 
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４ 国分寺市男女平等推進協議会・専門委員会名簿 

（１）国分寺市男女平等推進協議会委員 

役 職 氏 名 

副市長(会長) 
橋本 正之   （平成 27年度） 

内藤 達也  （平成 28年度） 

市民生活部長(副会長) 
水越 寿男   （平成 27年度） 

小川 恵一郎 （平成 28年度） 

政策部長 
内藤 達也  （平成 27年度） 

水越 寿男 （平成 28年度） 

総務部長 塩野目 龍一 

福祉保健部長 一ノ瀬 理 

子ども家庭部長 根本 裕之 

教育部長 本橋 信行 

（２）国分寺市男女平等推進専門委員会委員 

所 属 氏 名 

政策部市政戦略室 ○毛利 聡 （平成28年３月31日まで） 

政策部政策経営課 ○宍戸 雅哉 （平成28年４月１日から） 

政策部政策法務課 柳井 幸 

総務部職員課 村上 航 

市民生活部経済課 髙澤 芳友 

市民生活部協働コミュニティ課 澁谷 尚 （平成28年６月30日まで） 

福祉保健部地域福祉課 田中 由佳 

福祉保健部障害福祉課 京極 充慶  

福祉保健部介護保険課 小池 純子 

子ども家庭部子ども子育てサービス課 
田原 美幸 （平成28年６月30日まで） 

川勝 容子 （平成28年７月１日から） 

子ども家庭部子育て相談室 安原 佳子 

教育部教育総務課 河合 光子 

教育部学校指導課 茂木 陽 

教育部公民館課 豊泉 早苗 

教育部国分寺市立第二小学校 ◎山口 悦子 

◎…委員長 ○…副委員長 
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５ 第２次国分寺市男女平等推進行動計画策定の経過 

 
年 月 内 容 

平成27年７月 「男女平等に関する市民意識・実態調査」実施 

調査対象：市内在住の満20歳以上の男女各1,000人 

調査方法：郵送による配布・回収方式 

有効回収：698件（有効回収率34.9％） 

平成27年11月 「男女平等に関する市民意識・実態調査報告書」公表 

平成28年２月 市長より国分寺市男女平等推進委員会へ「国分寺市男女

平等推進行動計画の策定に係る意見聴取について」諮問 

平成28年３月 国分寺市男女平等推進委員会より答申「第２次国分寺市

男女平等推進行動計画策定に当たっての基本的な考え

方」を市長に提出 

平成28年６月 第２次国分寺市男女平等推進行動計画等策定に関する

ワークショップ開催 

平成28年12月 「第２次国分寺市男女平等推進行動計画（案）」パブリ

ック・コメントの実施，市民説明会の実施 

平成29年２月 パブリック・コメントの意見考慮 

平成29年３月 第２次国分寺市男女平等推進行動計画策定 
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６ 国際婦人年以降の男女平等推進施策のあゆみ 

年次 国連等 国・都 国分寺市 

１９７５年 

(昭和50年） 

○国際婦人年世界会議(メキシ

コシティ)で「世界行動計画」採

択(６月) 

○1976年～85年を「国連婦人

の10年」と宣言(６月） 

○総理府に「婦人問題企画推進本

部」、「婦人問題担当室」を設置(９

月） 

  

 

１９７６年 

(昭和51年） 

○ＩＬＯ事務局に「婦人労働問

題担当室」を設置 

○「民法」改正(離婚後婚氏続称制

度の新設)（６月） 

  

１９７７年 

(昭和52年） 

  ○｢国内行動計画｣策定(１月） 

○「国立婦人教育会館」開設(10

月） 

  

１９７８年 

（昭和53年） 

  ○東京都｢婦人問題解決のための

東京都行動計画｣策定（11月） 

  

１９７９年 

(昭和54年) 

○国連総会｢女子差別撤廃条

約｣採択（12月） 

○東京都「婦人情報センター」開設

（４月） 

  

１９８０年 

(昭和55年) 

○第２回世界会議(コペンハー

ゲン)で｢国連婦人の10年後半

期行動プログラム｣採択（７月） 

○「民法」改正(配偶者の相続分改

正、寄与分制度新設)（５月） 

○「女子差別撤廃条約」署名（７

月） 

  

１９８１年 

(昭和56年) 

○「女子差別撤廃条約」発効（９

月） 

○｢国内行動計画後期重点目標｣

策定（５月） 

○「母子福祉法」改正（６月） 

○｢国分寺市婦人行動計画｣に関

する請願、市議会採択（12月） 

１９８２年 

(昭和57年) 

    ○「婦人問題事務連絡窓口」を企

画財政部広報広聴課広聴係に

設置（４月） 

１９８３年 

(昭和58年) 

  ○東京都｢婦人問題解決のための

新東京都行動計画｣策定（１月） 

○「婦人問題懇談会」を設置（11

月） 

１９８４年 

(昭和59年) 

  ○改正「国籍法」成立 (父系血統

主義から父母両血統主義へ)（５

月） 

○「国分寺市婦人行動計画検討

協議会」を設置（12月） 

○「国分寺市婦人問題意識調

査」実施（９月） 

１９８５年 

(昭和60年) 

○第３回世界会議(ナイロビ)で

｢婦人の地位向上のためのナイ

ロビ将来戦略｣採択（７月） 

○「国民年金法」改正(女性の年金

権確立)（４月） 

○「男女雇用機会均等法」成立（６

月） 

○「女子差別撤廃条約」批准（６

月） 

○｢国分寺市婦人問題意識調査

報告書｣発行（８月） 

○婦人行動計画検討協議会から

答申｢国分寺市における今後の

婦人行動計画について｣（12月） 

１９８６年 

(昭和61年) 

  ○「男女雇用機会均等法」施行（４

月） 

○「婦人行動計画担当主幹」を企

画財政部企画課に設置 

１９８７年 

(昭和62年) 

  ○｢西暦2000年に向けての新国内

行動計画｣策定（５月） 

○「国分寺市婦人問題に関する

意識・実態調査」実施（７月） 

○「国分寺市婦人問題に関する

意識・実態調査報告書」発行（８

月） 

１９８８年 

(昭和63年) 

  ○「労働基準法」の一部改正 

(労働時間の短縮) 

○｢国分寺市婦人行動計画｣策定

（２月） 

１９８９年 

(平成元年) 

○国連総会で｢児童の権利に

関する条約｣採択（11月） 

○総理府｢婦人の現状と施策｣報告

書第１回発表（３月） 

○｢国分寺市婦人行動計画推進

委員会｣を設置（１月） 
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年次 国連等 国・都 国分寺市 

１９９０年 

(平成2年) 

○国連経済社会理事会で｢婦

人の地位向上のためのナイロビ

将来戦略の実施に関する第１

回の見直しと評価に伴う勧告及

び結論｣採択(３月） 

  ○「女性施策推進担当主幹」を市

民生活部生活文化課に設置（７

月） 

１９９１年 

(平成３年) 

  ○｢西暦2000年に向けての新国内

行動計画(第一次改定)｣策定（５

月） 

○「育児休業法」公布（５月） 

○第１回こくぶんじ女性フォーラ

ム開催(２月） 

○女性問題情報誌「こくぶんじの

女性」創刊(３月） 

○「国分寺市女性行動計画推進

委員会」を設置 

１９９２年 

(平成4年) 

  ○「育児休業法」施行（４月） 

○「東京女性財団」設立（７月） 

○｢国分寺市女性問題に関する

意識･実態調査｣実施(10月） 

１９９３年 

(平成5年) 

○国連総会で｢女性に対する暴

力の撤廃に関する宣言｣を採択

（12月） 

○「パートタイム労働法」施行(12

月) 

○｢国分寺市女性問題に関する

意識･実態調査報告書｣発行(３

月） 

１９９４年 

(平成6年) 

○国際人口･開発会議(カイロ)

が開催され、リプロダクティブ・

ヘルス／ライツを含む新行動計

画を採択（９月） 

○「児童の権利に関する条約」批

准 

○総理府に「男女共同参画室」、

「男女共同参画審議会」を設置（６

月） 

○「男女共同参画推進本部」発足

（７月） 

○「女性施策推進室」を市民生活

部に設置(７月） 

○｢国分寺市立女性センター(愛

称：ライツこくぶんじ)｣開設(11月) 

１９９５年 

(平成7年) 

○第4回世界女性会議(北京)で

｢北京宣言｣及び｢行動綱領｣を

採択（９月） 

○｢東京ウィメンズプラザ｣開館（11

月） 

○女性問題情報誌の名称を｢ライ

ツこくぶんじ｣に変更(７月） 

１９９６年 

(平成8年) 

  ○｢優生保護法｣改正(名称を｢母体

保護法｣へ)（６月） 

○｢男女共同参画2000年プラン｣策

定（12月） 

○女性行動計画推進委員会から

答申｢国分寺市における第二次

女性行動計画の基本的な考え方

と施策のあり方について｣（11月） 

１９９７年 

(平成9年) 

  ○｢男女共同参画審議会設置法｣

施行（３月） 

○｢男女雇用機会均等法｣｢労働基

準法｣｢育児･介護休業法｣改正（６

月） 

  

１９９８年 

(平成10年) 

  ○男女共同参画審議会｢男女共同

参画社会基本法｣答申（６月） 

○東京都｢男女が平等に参画する

まち東京プラン｣策定（３月） 

○「国分寺市男女共同参画推進

協議会」を設置 

○「女性問題および女性の人権

に関する意識・実態調査」実施(９

月） 

１９９９年 

(平成11年) 

  ○改正「男女雇用機会均等法｣｢労

働基準法｣｢育児・介護休業法｣施

行（４月） 

○「男女平共同参画社会基本法」

成立・施行（６月） 

○｢女性問題および女性の人権

に関する意識・実態調査報告書｣

発行（４月） 
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２０００年 

(平成12年) 

○国連特別総会「女性2000年

会議」(ニューヨーク)で(北京行

動綱領の検証、政治宣言・成果

文書)（６月） 

○「東京都男女平等参画基本条

例」施行（３月） 

○「ストーカー行為等規制法」施行

（11月） 

○「男女共同参画基本計画」策定

（12月） 

○「第２次国分寺市女性行動計

画」策定（８月） 

２００１年 

(平成13年) 

  ○内閣府に「男女共同参画会議」

及び「男女共同参画局」設置（１

月） 

○「ＤＶ防止法」施行（４月） 

  

２００２年 

(平成14年) 

  ○改正「育児・介護休業法」施行

（４月） 

○「男女平等参画のための東京都

行動計画」策定（１月） 

○国分寺市男女平等推進委員

会より提言「男女平等推進条例の

制定について」（２月） 

○組織改正により「女性施策推進

室」を「男女平等人権課」に改称 

２００３年 

(平成15年) 

○国連女子差別撤廃委員会に

よる日本レポート審議、「最終コ

メント」（７月） 

○「次世代育成支援対策推進法」

施行（７月） 

○「少子化社会対策基本法」成立

（７月） 

○国分寺市男女平等推進委員

会より提言「国分寺市における今

後のドメスティックバイオレンス対

策について」 

○「国分寺市男女平等に関する

市民意識・実態調査」実施（８月） 

２００４年 

(平成16年) 

  ○「性同一性障害者特例法」施行

（７月） 

○「ＤＶ防止法」改正（12月） 

○内閣府「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関する基

本方針」策定 

○「国分寺市男女平等に関する

市民意識・実態調査報告書」発

行(３月） 

○男女平等推進条例の検討着

手(７月） 

２００５年 

(平成17年) 

○国連「北京＋10」閣僚級会合

(第49回国連婦人の地位委員

会)開催(２月） 

○改正「育児・介護休業法」施行 

○「第２次男女共同参画基本計

画」策定（12月） 

○国分寺市児童育成計画(次世

代育成支援対策地域行動計画)

策定(３月) 

○国分寺市男女平等推進委員

会より提言「国分寺市女性行動

計画のあり方について」（３月） 

２００６年 

(平成18年) 

  ○「東京都配偶者暴力対策基本計

画」策定（３月） 

○「男女雇用機会均等法」改正（６

月） 

  

２００７年 

(平成19年) 

  ○「男女平等参画のための東京都

行動計画ﾁｬﾝｽ&ｻﾎﾟｰﾄ東京ﾌﾟﾗﾝ

2007」策定（３月） 

○改正「男女雇用機会均等法」施

行（４月） 

○「パートタイム労働法」改正(５月) 

○「DV防止法」改正（７月） 

○「国分寺市男女平等推進条

例」成立（３月） 

○「国分寺市男女平等推進条

例」施行（６月） 

○「女性センター」を「男女平等

推進センター」に名称変更(６月) 

２００８年 

(平成20年) 

  ○改正「DV防止法」施行(１月） 

○改正「パートタイム労働法」施行

(４月) 

○「国分寺市男女平等推進行動

計画」策定（５月） 
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2009年 

（平成21年） 

○国連女子差別撤廃委員会が

日本政府の第６次レポートに対

する最終見解（７月） 

○第１回女性に関するASEAN

＋３会合（11月） 

○「育児・介護休業法」改正（７月）  

2010年 

（平成22年） 

○国連「北京＋15」記念会合

（第54回国連婦人の地位委員

会）開催（３月） 

○改正「育児・介護休業法」施行

（６月） 

○「第３次男女共同参画基本計

画」策定（12月） 

○「男女平等推進行動計画推進

状況評価報告書（20年度実施状

況）」公表（３月） 

○「国分寺市男女平等に関する

市民意識・実態調査」実施（９月） 

2011年 

（平成23年） 

○UN Women（ジェンダー平等

と女性のエンパワーメントのため

の国際機関）発足 

○国連女子差別撤廃委員会の

最終見解に対する日本政府コメ

ント（８月） 

○上記に対する委員会のコメン

ト（11月） 

 ○「男女平等推進行動計画推進

状況評価報告書（21年度実施状

況）」公表（３月） 

○「国分寺市男女平等に関する

市民意識・実態調査報告書」発

行（10月） 

○「男女平等推進行動計画推進

状況評価報告書（22年度実施状

況）」公表（11月） 

2012年 

（平成24年） 

 ○「男女平等参画のための東京都

行動計画」策定（３月） 

○「東京都配偶者暴力対策基本計

画」策定（３月） 

○「国分寺市男女平等推進行動

計画中間見直し版」策定（４月） 

○「男女平等推進行動計画推進

状況評価報告書（23年度実施状

況）」公表（９月） 

2013年 

（平成25年） 

 ○「DV防止法」改正（６月） ○「男女平等推進行動計画推進

状況評価報告書（24年度実施状

況）」公表（９月） 

2014年 

（平成26年） 

 ○改正「DV防止法」施行（１月） ○「男女平等推進行動計画推進

状況評価報告書（25年度実施状

況）」公表（９月） 

○組織改正により「男女平等人権

課」を「文化と人権課」に改称 

2015年 

（平成27年） 

○国連サミットで持続可能な開

発のための2030アジェンダ採択

（17のゴールの１つにジェンダ

ー平等を掲げる）（９月） 

○国連「北京＋20」（第59回国

連婦人の地位委員会）開催（３

月） 

○「女性活躍推進法」成立（８月）

施行（９月） 

○「第４次男女共同参画基本計

画」策定（12月） 

○国分寺市男女平等推進委員

会より答申「第２次国分寺市男女

平等推進行動計画策定に当たっ

ての基本的な考え方」（３月） 

○「国分寺市男女平等に関する

市民意識・実態調査」実施（７月） 

○「男女平等推進行動計画推進

状況評価報告書（26年度実施状

況）」公表（９月） 

○「国分寺市男女平等に関する

市民意識・実態調査報告書」発

行（11月） 

2016年 

（平成28年） 

○第60回国連婦人の地位委員

会（３月） 

○国連女子差別撤廃委員会が

日本政府の第７回及び第８回報

告に対する最終見解（３月） 

○「東京都女性活躍推進白書」策

定（２月） 

○「男女平等推進行動計画推進

状況評価報告書（27年度実施状

況）」公表（10月） 
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